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衆議院議員 I J l'寺~
いよいよ憲法改正の議論が具体的に始まりました。現行憲法の改正は、わが党の政網に掲げられた

立党の精神であります。現行憲法はすでに時代に融合しなくなっています。

隣国を含む周辺地域の安全保障環境は一段と緊張感を増しております。国内では大地震やそれに伴

う津波、大規模な災害が発生しています。自衛隊の存在は益々重要になり、国民の期待も確実に大き

なものとなっております。

国民の安全を守るため、自衛隊を明確に憲法に明記し、その存在と任務を認知することが必要であ

ります。

いますぐ国民的議論を興し、この憲法改正についての運動を行って参ります。

多くの皆様のご理解とご賛同を賜りますようお願い申し上げます。

遊説隊長 .-..1-. 昔=-..，
和歌山市議会議員 骨吋.J 1':1 ""T' 

戦争は悲惨です。そこでは泣き叫ぶ子ども、お腹をすかせた赤ちゃんを抱き途方に暮れる母親、そ

の様な映像を観るたびに、私の心は張り裂けそうになります。決して他人事ではありません、子供達

の未来を守る為には、国防の最前線を担っている自衛隊の存在意義を憲法に明記することが必要です。

憲法9条には、 1項と2項があります。

1項の平和主義は堅持し、 2項では自衛隊の憲法上の規定を明記しましょう!

1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる

戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、

永久にこれを放棄する。

2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。

国の交戦権は、これを認めない。
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